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会長提出議案 

 

報告第１号 土地の現況証明書（専決事項）の交付について 

報告第２号 農地法第３条の規定による届出について 

報告第３号 農地移動適正化あっせん申出の取下げについて 

議案第１号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利 

用集積計画（所有権移転）の決定について 

議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利 

用集積計画（賃貸借）の決定について 

議案第３号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利 

用集積計画（使用貸借）の決定について 

議案第４号 農地移動適正化あっせんの申出について 
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議案第６号 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について 
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第２３回北斗市農業委員会総会議事日程 

 

 

開議 令和３年 １月２８日 午後 １時 ２分 

 

 

日程第 １ 会議録署名委員の指名について  

日程第 ２ 会期の決定について  

日程第 ３ 土地の現況証明書（専決事項）の交付について （報告第１号） 

日程第 ４ 農地法第３条の規定による届出について （報告第２号） 

日程第 ５ 農地移動適正化あっせん申出の取下げについて （報告第３号） 

日程第 ６ 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用 

集積計画（所有権移転）の決定について （議案第１号） 

日程第 ７ 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用 

集積計画（賃貸借）の決定について （議案第２号） 

日程第 ８ 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用 

集積計画（使用貸借）の決定について （議案第３号） 

日程第 ９ 農地移動適正化あっせんの申出について （議案第４号） 

日程第１０ 土地の現況証明調査委員の指名について （議案第５号） 

日程第１１ 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について （議案第６号） 

 

 



第２３回北斗市農業委員会総会議決結果表 

 

 

令和３年 １月２８日 

番号 
番号 

報告・議案 
件 名 提出者 

議決 
結果 

備考 

１ 報告第１号 
土地の現況証明書（専決事項）の交付につい
て 

会長 報告済 １件 

２ 報告第２号 農地法第３条の規定による届出について 会長 報告済 ３件 

３ 報告第３号 
農地移動適正化あっせん申出の取下げについ
て 

会長 報告済 １件 

４ 議案第１号 
農業経営基盤強化促進法第１８条の規定によ
る農用地利用集積計画（所有権移転）の決定
について 

会長 決定 ２件 

５ 議案第２号 
農業経営基盤強化促進法第１８条の規定によ
る農用地利用集積計画（賃貸借）の決定につ
いて 

会長 決定 １５件 

６ 議案第３号 
農業経営基盤強化促進法第１８条の規定によ
る農用地利用集積計画（使用貸借）の決定に
ついて 

会長 決定 ３件 

７ 議案第４号 農地移動適正化あっせんの申出について 会長 決定 １件 

８ 議案第５号 土地の現況証明調査委員の指名について 会長 決定 － 

９ 議案第６号 
農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議につ
いて 

会長 決定 １件 
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第２３回北斗市農業委員会総会 

(午後 １時 ２分 開会) 

 
(開会宣言) 
和田会長 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事務局長 
 
 
 
 
 
 

議 長 
 
 
 

日程第１ 

議 長 
 
 
 

日程第２ 
議 長 

 
 

 
 
第２３回北斗市農業員会総会に出席くださいましてありがとうご

ざいます。 
新しい年を迎え、１カ月が経過するということで、昨年からコロ

ナが騒がれ、まだ収束が見えない状況でございます。 
社会的打撃も大きいようで、農家に対しても大変厳しい年になろ

うかと思います。 
そんな中で、トマトのポット詰めやネギの播種、定植の準備など

でお忙しいという方もおられます。コロナだけには十分注意して元

気に農作業に励んでいただきたいと思います。 
コロナ、コロナということで、函館のほうも騒がしい状況で、旧

大野町では今のところ発症はないということで、やっぱり空気が澄
んでいるからかなと思ったりもしております。 
やっぱり、人口の、人出の多い場所では十分に注意して買い物な

どをしていただきたいと思います。 
どうかひとつ、今年もよろしくお願いしたいと思います。 
農業委員会の総会は３月で２年ということで、最終年が４月から

始まります。気を引き締めて、よろしくお願いいたします。 
本日は、報告が３件、議案が６件であります。 
御審議のほどよろしくお願い申し上げまして、簡単ですが挨拶と

いたします。 
 

それでは、委員の動向をお知らせいたします。 
２番佐々木秀樹委員より欠席の届出がありましたのでお知らせい

たします。 
北斗市農業委員会会議規則第７条では、「会長は、会議の議長とな

り議事を整理する」こととなっておりますので、この後の議事につ
いては和田会長が進行いたします。よろしくお願いいたします。 

 
それでは、早速、会議を始めさせていただきます。 
本日の議事日程は、お手元に印刷配布のとおりであります。 
直ちに日程に入ります。 
 
 

日程第１ 本日の会議録署名委員を指名いたします。 
議席番号１０番吉田勝幸委員、議席番号１１番笠原勝幸委員の両

名を指名いたします。 
 
 
日程第２ 会期の決定についてをお諮りいたします。 
本総会の会期は、本日１日と決定することに、御異議ありません

か。 
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議 長 

 
日程第３ 

議 長 
 
 
 
 
 
 

議 長 
 

事務局長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議 長 
 

 
 
 

議 長 
 

日程第４ 
議 長 

 
 
 
 
 
 

議 長 
 

事務局長 
 
 
 
 
 

 
(「異議なし」の声あり) 

 
御異議なしと認め、本総会は本日１日と決定いたしました。 
 
 
日程第３ 報告第１号「土地の現況証明書（専決事項）の交付に

ついて」を議題といたします。 
番号１を上程いたします。 
事務局に朗読させます。 
 
（事務局：朗読） 
 
事務局長より説明があります。 
 

御説明いたします。 
本件に関しましては、大郷寺より西側の土地で、地目変更するた

め、このたび現況証明願いが出されたものでございます。 
この土地につきましては、令和２年９月に農地法第５条の規定に

よる許可を受けた土地でありまして、現況が転用目的に供した土地
であると認められることから、北斗市農業委員会土地の現況証明願
処理要領第８条第２号の規定により専決処分しましたことを御報告
するものでございます。 
以上でございます。 
 
朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 
(「異議なし」の声あり) 
 
御異議がありませんので、本件は報告済みといたします。 
 
 
日程第４ 報告第２号「農地法第３条の規定による届出について」

を議題といたします。 
番号１から番号３までを一括上程いたします。 
事務局に朗読させます。 
 
（事務局：朗読） 
 

事務局長より説明があります。 
 
御説明いたします。 
農地法第３条の３第１項の規定によりまして、農地又は採草放牧

地について、相続等により権利を取得した者は農業委員会に届け出
ることとなっております。 
番号１につきましては、浜分小学校より東側などの農地でございま

す。番号２につきましては、浜分小学校より東側の農地でございます。
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議 長 
 
 
 
 

議 長 
 

日程第５ 
議 長 

 
 
 
 
 
 

議 長 
 

事務局長 
 

 
 
 
 

議 長 
 
 
 
 

議 長 
 

日程第６ 
議 長 

 
 
 
 
 
 
 

議 長 

番号３につきましては、特別養護老人ホームつれづれの郷より南側の
農地でございまして、これらの届け出につきましては、北斗市農業委

員会事務専決規程に基づき専決処分しましたことを御報告するもので
ございます。 
なお、番号３につきましては、この後の議案第４号農地移動適正

化あっせんの申出において御審議いただく予定となっております。 
以上でございます。 
 
朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 
 
(「異議なし」の声あり) 
 
御異議がありませんので、本件は報告済みといたします。 
 

 
日程第５ 報告第３号「農地移動適正化あっせん申出の取下げに

ついて」を議題といたします。 
番号１を上程いたします。 
事務局に朗読させます。 
 
（事務局：朗読） 
 
事務局長より説明があります。 
 
御説明いたします。 
本件に関しましては、令和２年１月総会においてあっせんの申出

がされておりましたが、自家耕作するために取り下げるものでござ
います。 
以上でございます。 
 
朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 
 
(「異議なし」の声あり) 
 
御異議がありませんので、本件は報告済みといたします。 
 
 
日程第６ 議案第１号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定

による農用地利用集積計画（所有権移転）の決定について」を議題
といたします。 
番号１及び番号２を一括上程いたします。 
事務局に朗読させます。 
 
（事務局：朗読） 
 
事務局長より説明があります。 
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事務局長 

 
 
 
 
 
 
 

議 長 
 
 
 
 

議 長 

 
日程第７ 

議 長 
 
 
 
 
 
 
 

議 長 
 

事務局長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議 長 
 

 
 
 

議 長 
 

日程第８ 
議 長 

 

 
御説明いたします。 

番号１につきましては、大郷寺より南東側の農地でございまして、
平成３０年よりこの土地を耕作してきました方へ売買するものでご
ざいます。番号２につきましては、北海道パーケット工業㈱より北
側の農地でございまして、隣接地を耕作する方へ売買するものでご
ざいます。 
以上、よろしく御審議願います。 
 
朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 
 
(「異議なし」の声あり) 
 
御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 
 
日程第７ 議案第２号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定

による農用地利用集積計画（賃貸借）の決定について」を議題とい
たします。 
番号１から番号１５までを一括上程いたします。 
事務局に朗読させます。 
 
（事務局：朗読） 
 
事務局長より説明があります。 
 

御説明いたします。 
番号１につきましては、北海道新幹線渡島当別トンネルより北西

側の農地で、遠隔地のため隣接地を耕作する方へ貸すものでござい
ます。番号２につきましては、一本木集落センターより東側の農地
で、労働力不足のため隣接地を耕作する方へ貸すものでございます。
番号３につきましては、三好会館より西側の農地で、労働力不足の
ため隣接地を耕作する方へ貸すものでございます。 
なお、番号４から番号１５までにつきましては、継続で引き続き

賃貸借するものですので、説明は省略させていただきます。 
以上、よろしく御審議願います。 
 
朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 
(「異議なし」の声あり) 
 
御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 
 
 
日程第８ 議案第３号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定

による農用地利用集積計画（使用貸借）の決定について」を議題と
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議 長 
 

事務局長 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

議 長 
 
 
 
 

議 長 
 

日程第９ 
議 長 

 
 
 
 
 
 

議 長 
 
 
 
 
 
 

議 長 
 
 

日程第１０ 
議 長 

 
 
 

いたします。 
番号１から番号３までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 
 
（事務局：朗読） 
 
事務局長より説明があります。 
 
御説明いたします。 
番号１につきましては、千代田橋より西側の農地で、労働力不足

のため隣接地を耕作する方へ貸すものでございます。番号２につき
ましては、障害者支援施設ふじの学園より北側などの農地で、労働
力不足のため経営規模拡大を図ろうとする方へ貸すものでございま
す。番号３につきましては、水無会館より西側などの農地でござい
まして、引き続き５年の期間を設定し使用貸借するものでございま

す。 
以上、よろしく御審議願います。 
 
朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 
 
(「異議なし」の声あり) 
 
御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 
 
 
日程第９ 議案第４号「農地移動適正化あっせんの申出について」

を議題といたします。 
番号１を上程いたします。 
事務局に朗読させます。 
 
（事務局：朗読） 
 
朗読が終わりましたので、あっせん委員を指名いたします。 
議席番号９番中川哲委員、議席番号１２番山田長政委員、補助委

員として、山本浩幸推進委員を指名することに、御異議ありません
か。 
 
(「異議なし」の声あり) 
 

御異議なしと認め、本件は指名のとおり決定いたします。 
あっせん委員に指名された方は、よろしくお願いいたします。 
 
 
日程第１０ 議案第５号「土地の現況証明調査委員の指名につい

て」を議題といたします。 
事務局に朗読させます。 
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議 長 
 
 
 
 
 
 

議 長 
 

日程第１１ 
議 長 

 
 

 
 
 

議 長 
 

事務局長 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

議 長 
 
 
 
 

議 長 

 
 

 

（事務局：朗読） 
 

朗読が終わりましたので、調査委員を指名いたします。 
議席番号２番佐々木秀樹委員、議席番号４番落合修委員、議席番

号１０番吉田勝幸委員、議席番号１１番笠原勝幸委員の、以上４名
を指名することに御異議ありませんか。 
 
(「異議なし」の声あり) 
 
御異議なしと認め、本件は指名のとおり決定いたします。 
 
 
日程第１１ 議案第６号「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決

議について」を議題といたします。 
事務局に朗読させます。 

 
（事務局：朗読） 
 
事務局長より説明があります。 
 
御説明いたします。 
本件に関しましては、令和元年１０月に奈良県や大分県内のまち

において農業委員会に関する不祥事が連続して発生したことから、
同年１２月に農業委員会組織として綱紀粛正の徹底を図っていただ
きたい旨の通知が北海道農業会議より出されまして、昨年１月総会
において法令遵守の申し合わせ決議案を提出し可決しているところ
でございます。 

なお、その通知には次年度以降も同様の取り組みを行っていただ
きたいと依頼されていることから、今回改めて決議案を提出するも
のでございます。 
委員の皆様には、これまでと同様に、公正・公平な職務の遂行に

向けた綱紀の保持徹底をお願いするものでございます。 
以上、よろしく御審議願います。 
 
朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 
 
(「異議なし」の声あり) 
 
御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

以上で、本日の全日程を終了いたしました。 
これをもちまして、第２３回北斗市農業委員会総会を閉会いたし

ます。 
御苦労様でございました。 

 
（午後 １時３２分 閉会） 
 
 



7 
 

 

 
 

会長（議長）  和 田 勝 雄    
 
署 名 委 員   吉 田 勝 幸    
 
   〃     笠 原 勝 幸    

 
 


